
第7 保護単価等の特例措置   

都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長は、特   
別の事由があるため、、この交付要綱に定める保護単価、徴収金基準額その他こ   
の交付要綱に定める支弁及び徴収の要件によることが適当でないと認められる  

．ときは、その事実につき厚生労働大臣の承認を得て、別に定めるところによっ   
て支弁することができるものとすること。  

第8 児童養護施設に移行した法改正前の虚弱児施設の経過措置   

児童福祉法の一部改正（平成9年法律第74号〉により、児童養護施設へ移   
行することとなった虚弱児施設については、厚生労働大臣の承認を得て、別   
に定めるところによって支弁することができるものとすること0  

略  

第9 保護受託者の廃止に伴う経過措置   
児童福祉法の一部改正（平成16年法律第153号）により、廃止することと   

なった保護受託者については、改正法の施行の際現に保護受託者に委託され   
ている児童がいる場合は、委託期間が満了するまでの間は従前の例により支   
弁することができるものとする。   
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表 児童入所施設徴収金基準額表   表 児童入所施設徴収金基準額表   

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分  入所施設   母子生活支援施設  各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分  入所施設   母子生活支援施設  

階層   定  義  徴収金基準額   徴収金基準額  階層   定  義  徴収金基準額   徴収金基準額  

区分  （月 額）   （月 額）  区分  （月 額）   （月 額）  

A  生活保護法による被保護世帯（単給世  0円   0円  A  生活保護法による被保護世帯（単給世  0円   0円  

帯含む）及び中国残留邦人等の円滑  帯含む）  

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の  

支援に関する法律による支援給付受給  

世帯  

B  A階層を除き当該年度分の市町村民税  2，200   1，100  B  A階層を除き当該年度分の市町村民税  2，200   1，100  

非課税世帯  非課税世帯  
A階層及びD階層  A階層及びD階層  

Cl   を除き当該年度分  4，500   2，200  Cl   を除き当該年度分  4，500   2．200  
l  の市町村民税の言果  の市町村民税の課  

税世帯であって、  所得割の額があ  税世帯であって、  所得割の額があ  
l                                                                                                                                             その市町村民税の  6，600   3，300  その市町村民税の  6，600   3，300  

額の区分が次の区  額の区分が次の区  

分に該当する世帯   分に該当する世帯   

Dl   30，000円以下   9，000   4，500  Dl   30，000円以下   9，000   4，500  

D2  30，001円から  13，500   6，700  D2  30，001円から  13，500   6，700  

80，000円まで  80，000円まで  

A階層及びB階層  18，700   9，300  A階層及びB階層  18，700   9，300  

を除き前年分の所  140，000円まで  を除き前年分の所  140，000円まで  
得税課税世帯であ  29，000   14，500  得税課税世帯であ  29，000   14，500  

って、その所得税  280，000円まで  って、その所得税  280，000円まで  
の額の区分が次の  その月のその措置  の額の区分が次の  その月のその措置  

D5  

区分に該当する世  児童等にかかる措  区分に該当する世  児童等にかかる措  
十什 田  置費等の支弁額  

帯  

置費等の支弁額  
280，001円から  20，600  280，001円から  20，600  

500，000円まで  500，000円まで  

を超えるときは  を超えるときは  

41，200円とする。）  41，200円とする。）  
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その月のその措置  

略  
児童等にかかる措  

置費等の支弁額  
D6  500，001円から  

800，000円まで  

を超えるときは  

54，200円とする。）   

その月のその捨置  

児童等にかかる措  

直費等の支弁額  
D7  800，001円から  

1，160，000円まで  

を超えるときは  

68，700円とする。）   

その月のその措置  その月のその入所   

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  
D8  1，160，001円から  

1，650，000円まで  

を超えるときは  

85，000円とする。）   

その月のその措置  

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  

D9  1，650，001円から  

2，260，000円まで  

円を超えるときは  

102，900円とする。）   

その月のその措置  

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  

DlO  2，260，001円から  

3，000，000円まで  

円を超えるときは  

122，500円とする。）   



その月のその措置  

Dll  

その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

Dll  3，000，001円から     （全額徴収。ただし、   ∩／ヽ／ヽ／ヽハ／ヽ1m．入、L JIリリUIU＞⊥「‾1／ノーリ     （全額徴収。ただし、   
3，960，000円まで  その額が143，800  3，960，000円まで  その額が143，800  

円を超えるときは  円を超えるときは  
143．800円とする｛）   71．900円とする。）  143．800円とする∩）   
その月のその措置  その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

3，960，001円から     （全額徴収。ただし、   3，960，001円から     （全額徴収。ただし、   
5，030，000円まで  その額が166，600  5，030，000円まで  その額が166，600  

円を超えるときは  円を超えるときは  
166，600円とする。）   166．600円とする。）   
その月のその措置  その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

D13  5，030，001円から     （全額徴収。ただし、   D13  5，030，001円から     （全額徴収。ただし、   
6，270，000円まで  その額が191，200  6，270，000円まで  その額が191，200  

円を超えるときは  円を超えるときは  
191．200円とする。）   95．600円とする。  191，200円とする。）   

D14  6．270．001円以上  全額徴収   全額徴収  D14  6．270．001円以上  全額徴収   全額徴収  
1略  1この表のCl階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年法律  

第226号）第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層にお  
ける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割（この所得割を計算  
する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5粂第3項の規定は適用し  
ないものとする。）の額をいう。  

備  備  なお、同法第323粂に規定する市町村民税の減免があった場合には、その  
額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均  
等割の額とする。  

2この表のDl～D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和40年  2この表のDl～D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和40年  
法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対  法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、所得税括等の一部を  
する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175号）の規定  改正する等の法律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変化等  
によって計算された所得税の額をいう。  に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律  

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  （平成11年法律第8号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に  
（1）略  関する法律（昭和㌶年法律第175号）の規定によって計算された所得税の額をいう。  

考  （2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1項  考  ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  
並びに第41条の19の3第1項  （1）所得税法第92条第1項、第95粂第1項、第2項及び第3項  

（3）略  （2）租税特別措置法第41粂第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項  
（3）租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第  

3略、  12粂  

3この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害  
児短期治療施設、乳児院、助産施設及び里親をいう。  
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4略  4児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲  
げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基  
準額は0円とする。  

（1）「単身世帯」∴……‥ 扶養義務者のいない世帯  

（2）「母子世帯等」・……母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第17粂  

に規定する配偶者のない着で現に児童を扶養している  

ものの世帯。  
（3）「在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童（者）、児童福祉法  

備  備 第24粂の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法（平成17  
年法律第123号）第申粂の自立支援給付の受給者（障害者自立支援法第5  

粂第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。）又は  
障害者自立支援法附則第22粂の特定旧法受給者を除く。）のいる世帯」  
…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。  
ア身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害  

着手帳の交付を受けた者。  

イ療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める  

療育手帳の交付を受けた者。  
ウ特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に  

定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律第1  
41号）に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。  

エ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  

考 第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。  
（4）「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法  

考  律第144号）に定める要保護者等特に困窮している  

と児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市  

町村の長が認めた世帯。  
5同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月  5同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月  
の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこ  の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこ  
の表の基準額に0・1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。  の表の基準額に0．1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。   

ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養  ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養  
義務者が、児童福祉法第24条の2の障害児施設給付衰を支給されている場合  義務者が、児童福祉法第24条の2の障害児施設給付費を支給されている場合、  
又は同一世帯の児童が障害者自立支援法第5粂第7項の児童デイサービスを  当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係  
利用している場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、  る徴収金基準額＋児童入所施設に係る徴収金基準額×0．1×（当該世帯にお  

l児童入所施設に係る徴収金基準額＋児童入所施設に係る徴収金基準額×0．1  ける施設入所児童の人数－1）」を当該世帯に係る上限（当該世帯における  
×（当該世帯における施設入所児章の人数－1）」を当該世帯に係る上限（当  施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しく   
該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りで  は児童自立支援施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部、「障害児施設   
あること若しくは児童自立支援施設適所部、情緒障害児短期治療施設通所部、  措置費（給付費等）国庫負担金について（平成19年12月18日厚生労働省発障  
「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について（平成19年12月18日厚  第1218002号厚生労働事務次官通知）（以下「1218002号通知」という。）」の   

生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知）（以下「1218002号通知」と  別表4rl障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）に定める知的障害児   
いう。）」の別表4－1障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）に定める  通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収金基準額で  
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ある場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該   

世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第24条の2に定める障害児施設に入   
所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者自立支援法附則第1粂第2号   

に定める日前の児童福祉法に基づく121BOO2号通知の徴収金基準額とする。）   

とし、その額がその月の利用者負担額（児童福祉法第24粂の7に規定する食   

事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第24条の20に   

規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額（実際   
に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額と   

する。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者   

負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用   

者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基   
準額は0円とする。  

6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。  
（1）児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれ   

かに該当するときは行わないものとする。   
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、  

真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が1  
6，800円までの場合であっても差し支えない。  

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及び8階層である場合  
を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で  
その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受ける  
ことができる額（以下「出産一時金」という。）が、350，000円以上で  
あるとき。  

（2）入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産「時金の額にB   
階層にあっては、20％、C階層にあっては、30％、D階層のうち所得税の   
額が16，800円までの場合にあっては50％をそれぞれ乗じて得た嶺をこの表   
の徴収金基準額に加えるものとする。  

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日まで   
の期間に係る基準額とみなす。   

知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収   

金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合   
算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第24条の2に定める障害   

児施設に入所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者自立支援法附則   

第1条第2号に定める日前の児童福祉法に基づく1218002号通知の徴収金基準   

額とする。）とし、その額がその月の利用者負担額（児童福祉法第24条の7に   
規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第24   

条のZOに規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限   
額（実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った   

額とする。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と障害児施設の利用   
者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用   

者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準   
額は0円とする。   

6 略  
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別表1  別表1   

事務費の保緩単価  事務費の保雄単価   
【児童1人（母子生活支触投については1世帯）当たり】表  【児量1人（母子生活支緩施設については1世帯）当年り】表   

1一般分保l蔓単価  1一般分保摂単価   

（1）児王事株施設  （1）児土嚢践施設  

地域区分  地域区分  
1丘⊥l皿  1山独  1ヱ′100  10／10（）  塁∠∬独  8ハ00  皿迫  l之／′＝】0  ⊥疋エ【迫  10′180  旺l【拉  ¢／l即  エ血二建立  7／柑8  且址弧  8′188  

定員  定見  
円  円  

：和人まで  

ユl■－ヰ0人  

」‖・－ら0  

引■－80  

もl・－†○  

Tl■－80  

8l・－90  

！‖■－100  

10l・－110  

Il†・－ほ¢  

lヱl・－柑0  

l：】l・－1ヰ0  

l引・－150  

】51・－】00  

】7l－柑○  

18l一ヽ190  

191人以上  18l～110  
他姓区分  地域区分  

7′】006／1001／川和lコ／1001その他  且鉱山迫  亘∠U迫  1．髭∬独  4／100  3／】00  乙さ∠1i迫  Z∠．u迫  山泣  モの他  

定員  定員  
円円円円円  円  

10人まで皿適⊥1】且．ほ且1皿1封皿弧1：泣逓  30人まで  

3†－10人血裏氾．uむ蛭引⊥迫．1皇8皿泣．u立地  31－10人  

■l・－501ヱ岨拉1i8且泣出d；迫1iiぷ拉ユユ乙岨  ■1一－50  

5l一拍1題A姐12ム封盟止乙彪岨ユヱ1エ岨】⊥皇且1且  51－80  

8l－101封』迎‖劇止岨＝山姐迎1皿山嵐1迫  61・一TO  

Tl－801皿氾．u且劇迎．u五山丑山▲ユ皿111ユi拉  Tl一→80  

8t一・閑1山且弧‖ぷ皿弧11山岨引1旭丘岨＝皿出但  81・－9q  

引－10（）⊥1且吐血ユ且王．岨1以上迎適地  さ†■－180  

10l・－1101姐皿丘迫1吐血岨皿迫ユ皿劇迫  101・－110  

111－1ヱ○』且鮎泣』凰1通j皿l丘Z立1鮎皿迫‖皿u英  111■－†20  

l之l－1ユ○皿皿皿1且拉1立ヱ且弧1弘1．1二迫皇皇丘1且  1之l－1：柑  
131～川0∬はエ独1址且：泣』⊥通町押通叫j札皿  131・－140  

tll－1501鮎止独‖山』弧t出払迎l巴u鎚1劃u劇  111・v150  

l引一柑0∬比丘岨』虹技荘星組氾旦且公設鎚」．王立  15】～188  

1－l－1？01剋過払＝劇．1；吐血5旺止：凪皿  181・－110  

1Tl－－180  

Ot－柑8jほ丘拉姐畑地出丘≡拉  181・－1さ0  

別人以上出且皿l朗止nl封追払l封通過1旦u皿  7l－1拍＋11凹．ぷ泣出丘ユ且出．岨鉱．む岨払出岨  191人以上  
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地域区分  ，廷△上辺  出血迫  
定員  地域区分 定員   ‖   

円  

l j7′100  H  

円  
30人まで  

3l－40人  
一‖・－5〈】  

5l・－60  

6l・一70  
71～80  

7 

9l・｝100   

101～110  1旦1．三並  劇旦  川7570  145470  1AまA星旦  出退坦    101～110  jA皇ぷ迫  1ま王．≧1旦  出且封迫  

迅A且姐   

退出迎  
追且は旦  
遇必氾   

15】－】60  1旦宣長辿  j土星A姐  迅⊥旦旦旦  1旦旦．生呈旦  1旦旦▲皇旦旦  1出没    15l・一160  止迎  ユ且Ll建  1旦軋！迫旦  週旦且重迫  1並．退泣  皿迫  通迫迎  追出迎  

j旦星山泣   

題旦   
l 

l別人以上  皿旦  皿旦  城辺ユ旦  1旦旦且1旦  jヱ皇且1旦  j旦姐＿旦    191人以上  通史」．坦  1呈ヱ且辿  1呈皇且辿  j旦亘且三色  ぷ且jj旦  剋迫  週五日迫  題旦  週乙L担  週⊥英独  

地域区分  地域区分  
7／柑88ハ004／1003／】00その他  旦亘∠1且旦  皇∠王月旦  ま長∠二1旦旦  4ハ00  3／100  呈長∠1旦旦  出没  1∠1迎  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

30人まで迎且鮎泣出旦蚕辿ユ迫迎姐泣出迫且迫  30人まで  

3l～40人』且⊥迫迎1且建旦ユ且⊇⊥旦旦見地  31－40人  

4l～50ユヱ生．生呈堂上ヱ旦遇週ユ蚕旭≦迫遡迫  41－50  

5t－60j旦邑且辿ユ旦乙鮎迫力迫ユ迫ユ幽旦．旭旦且姐  5l－60  

6l～70週且逃避迫jj且皇王迫1旦乙互生旦遇⊥迫  61－70  

71－・80エ並且坦通過避退j且1上組迅＆臼迫  7】～80  

81－90止乳三屋旦必追出且亘⊇旦1豊丘豊j泣1旦乙呈！辿  8l－90  

91－】00迅＆邑辺地迅姐泣土地旦ユ呈且呈主立  9J一一100  

101－110ユAZ遥旦旦迅⊥遡城山迫1姐ユ旦旦最長必迫  101・－110  

†lI～120週出色堅迫週ユ並．星組1呈呈』迫  11l－120  

121－130  剋投j呈出遇 遇丘；迫迫乙≡江旦  121－130  週ム邑ヱ旦  1遇  1姐  』且旦≧旦  1⊇旦ヱ≦坦  1追ヱ辿  剋泣  jヱ迫迫  

13l・－1月0  遡 遇且姐 週姐坦1旦皇避 退迅迫  追出   
41－t50 1呈乙呈旦旦 退色⊥拉1呈旦ユヱ旦1呈姐坦 迎且1旦  141一一150  遇ぷ泣  ユ迦且担  エ星ま丘≦迎  

5l～160 1姐脳旦遇追！迫1並且王立皿旦  1姐   

61－1アロ  エ題呈旦週ま且坦 良三A辺 上旦1．裏辺上臼温血旭  ユ旦⊇ユ迎  
1姐   

封 一柑0 1呈旦且邑旦 j且呈且担 ぷ腿 ユ呈旦遇遡旦  週且且坦   
91人以上  1旦旦且！．引ム追且坦＝』迅1旦1迎出血迫旦  7l－180  ぷA遡泣 』旦＆坦 週1」迷迫1姐．ほL巨ユ旦  19】人以上  罠⊥出迫  1⊇且鮎但  1迎⊥辿  必迫  毘且ヱ旦塁  ユ旦旦』迫  上Zヱ．辺旦  ⊥姐  裏道ヱ辿  



改正後   現行   

（8）乳児院（2歳未満児用）   （3）乳児院（2歳末溝児用）   

地域区分  地域区分  
ユ旦迅迫j且旭12／10010ハ00旦△旦旦8／100  J土星∠1旦旦  12／100  ⊥△迎  10／100  ＆弧迫  8／100  エ亘△旦旦  7／100  邑弧迫  6／tOO  

定員   定員  
円円円円円円  円  

ほ人まで遥迫辺地泣虫拠出且辿旦⊇且炎色魁迫  
18－20人出旺ぷ迫ま王呈．星迫坐迎．ま皇呈且追出旦∃ぷ迫迎  
21－25更生』旦鮎且出生地姐姐泣出退避泣飽  
26～30裏且遜泣虫辿旦ご坦姐迫退出迫呈皇ム呈！泣出皇且辿  

3l－35鎚旦辿旦旦皇旦且迫遮旦ぷ泣出退五日且  
36 － 40  遇必迫廻廻退且戯迫迎出題適   36 ■－ 40  追出坐  退ユぷ泣  む且戯迫  妃L王辿  追乙皇ヱ旦  追録鯉  辿且辿  追出盟  迩乙u旦  遜迫且凶   
41～・45  星王乙旦皇立退迫且迫遊星且坦迫L亘迎述姐拉並至止姐   ヰ1・一 ヰ5  ；泣乙王呈旦  姐邑且；迫  

追皇且迫   
辿姐泣  
遇ユ拉  
追皇且岨  
追出塾   

退⊥鎚泣  
ぷ追出坦   

芯泣A≦迫  

呈乙8ぷ泣  

遊星止迫   
胡且戯坦  

地域区分  地域区分  
7／1006′1004′川旧13′IOOその他  主星生生色  払！迫  剋  4／】00  3／！00  剋迎  包二出辿  皿迫  その他  

定員  定見  
円円円円円  円  

15人まで塾乙旦迫豊旦邑且迎′堂上止坦必坦生王必迫  15人まで  

16－20人並1赴迫坐塁丘坦坐⊥旦迫！迫塾且迫旦呈邑迎  16～ZO人  

21－25剋迫姐生旦坦迎出超適量且辺旦王む建立  2l■〉25  

26－30旦邑旦．通過旦ぷ泣旦王む廷臣道立塾迫姐邑三j迫  28－30  

81－35退遥且蛇辺A坦遇ヱ担剋旦皇室互生旦  31一一35  

36～ヰ0週遥j迫姐通処遇㌫担旦遇  36～40  

4】－45遊山鎚旦ま塁止姐迦五日迫退廷辿  41－45  

‘帽 ～ 50  丑廷丘；迫剋 遇ヱ姓廻遇ヱ竣  ヰ8・－ 5【I  迎Z止辺  旦岨  辿  ぷ迫創設  鎚』迫  遡且必泣  追出飽  ；ほ且1j泣  旦之迎   

引 － 55  辿塁且辿呈出退呈丘迫遇且坦⊇呈姐迫  51・－ 55  過日亜  

56 － 60  迎且辿呈旦皇且迫 遇且旭  
61－ ¢5  旦⊇且出没遇』迫追越迎姐泣11＆L辿  追出盟  
66 － 70  辿旦；迫通過迫盟追⊇止坦旦1山  週   
71－ 75  迎止竣皇祖且辿旦≧且ぷ迫超丘組むj且竣  追旦迎  
76・－ 80  遊里皿迫迎乙1迎旦≧旦⊥迫退＿旦．蔓j泣⊇⊥1且迫  む迎   
81－ 85  ⊇呈乙迦旦追辿旦Z旦旦！迫；江迎迎畠田且  81・－ 85 ′  追出迫  追u迎  ；は凶  週旦  む旦』迫  む且堕旦  星1旦⊥旦旦  む⊥旦迫  迎且迅旦   

86・－ 90  出払赴哩  旦王且皇豊里  む且ぷ泣  以上長辺  旦1ま．鮎旦  赴出塵  

9l・－ 95  旦呈まぶ坦 ⊇且旦且迫 ⊇ユ旦ユ迫む且題且 迫旦ぷ辿  封⊥且迫   
9β人以上  迎．旦迎旦呈皇遡避退＿建廻旦は且娼  86・－ 90  追亘且≦坦 進呈．旦羞坦ilヱ戯泣旦1且む独 立姐  追越   
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改正後   現行   

（3）乳児院（2歳児用）   （3）乳児院（2歳児用）   

地域区分  地域区分  
j且地肌迫】2／10010／川0出」迫8／100  1皇且∠山迫  12／100  ．u皿迫     8／tOO  剋迫  7′100剋   6ハ00  

定員 定員  

円円円円円円  円  
15人まで過払姐ほ迫盟封建通過ほ退出引地．！＿室坦裏迫』迎  

16－20人裏且ぷ担ご払退泣出且腿坐迎盟呈⊥辿避且遇  
21～25旦旦ヱd；旦剋坦退迫且迫廻退ヱ丘迅む呈且娼  退且祖  主星邑呈皇旦  迎Z．裏旦  旦王且旦星空  呈辿  皿迫  追え創設  迎1且辿  鎚旦  並8A辿  

26■｝30地封迫丘旦旦退追且辿剋旦遊ユ堅迫辿  
3l－35辿ヱ止坦追出江旦追む迎旦畳む上辺星空且日没週拉  

36～40追随姐ほ迫幽引払姐辿柑姐盟引辿出迎ほ払出  
一＝－45三日且昆泣旦ま1．旦互生迎＆！＿迎剋建立⊇ユ．旦邑巨星呈皇．1旦巨  

46～50呈生娘迫辿丘坦退旦昆泣出逼且姐呈望且迫⊇凪廻旦  

引 ～ 55 ；迫適量主脳 3276川 毘呈ユ辿退迫且坦迅   5l－ 55  退且弘旦  進呈ヱ辿  遥旦赴辿  ⊇蓑且竣  む旦ぷ迫  ⊇ユ工ほ旦  払出辿  む土弘旦  ；江島剋迫  封＿星』迫   
56 － 60  迎 旦呈乙旦旦旦 辿』迫 迎【∪＿；拉 之1エ乙姐呈ユ且旦亘旦   56・－ 60  追出迎  旦星生山迫  迫u盟  邑鮎担旦  む且乙辿  姐  封且且辿  払出飽  旦1旦且皇旦  迎乳ヱ互生   

61－ 65  331860 旦星皇避 退追旦星立 317540 む且ユ丘旦弘呈ヱ王旦   61′－ 65  3Z7450  退ユ且迫  旦1且1≧旦  旦！且誕旦  旦ユ且⊥迫  旦1⊥彗j迫  ；剋迫  迫里長！迫  迎且出旦  姐昆迎   

66 ■一 70  旦呈旦」＿皇旦 退呈企担 む旦且迫むA匙辺 地 む且ユ月旦   66 ～ 70  旦辿』迫  劃且且辿  旦1旦且迎  払出迎  む且退迫  追出週  呈岨  呈旦乙鎚泣  鎚泣  進ま丘坦   

71－ 75  追出盟相通避引払迅迎月＿星且星旦迎旦且辿辺土巨⊥旦   71■－ 75  遥且以迫  む且呈⊇旦  む旦且迫  ⊇ユユ題  旦旦旦且1旦  迎且地  辿亘．巨j迫  迎且裏拉  迎旦且Z旦  辿乙1．辿   

76 ～ 80  退追ユ迫 旦1且出塁旦1A辿 廻迎1且1旦迎旦且；迫   16 ■－ 80  払出迎  週迫  むユぷ辿  ；迫邑．旦呈旦  星組  迎皇且迫  迎乙j」迫  迎⊥担旦  迎臥こ迫  j迫彗且迫   

81～ 85  剋旦週迫む⊥辿迎迦迎生ユ娘辿呈止！迫   81・－ 85  ⊇⊥塁ユ≧旦  ⊇⊥軋5迫旦  鮎迫且辿  姐旦且乙旦  

91～ 95  ⊇⊥迦旦！迫ヱ迎迎旦A坦迫L出旦呈旦皇．亘旦巨魁鍾   91■－ 95  むム述旦  迎旦丘辿  辿ヨ止塁旦  迫1⊥1旦  呈旦L旦坦  呈旦皇丘迫  廻  盗も≧ヱ旦  迎旦ぷ迫  塑遇   

96人以上鮎迫．旦生旦旦j旦迎乱止且坦迎且む坦迎卓且辿迎題  迎呈．王ユ旦  迎呈且姐  迎⊥日独  迎且出塁  題且辿旦 遡且鮎迫  星空且乙2旦 盟出血  恕ヱ且辿  86 ～ 90  む且迦坦 迅 迎且む迫迎旦A8旦 迎五日拉呈旦魁   86 ■－ 90  封比企迫  迦迫迎旦  ；担亘且1⊆   迎ヱ建  呈旦旦⊥≧旦  皇妃且三塁    之鮎担  
地域区分  地域区分  

7／川06／1004／】003／100その他  宣長止担  卓∠！上辺  全長生j迎  ヰ／川0  3／100  剋辿  出迫  1△迎  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

15人まで建⊇且迫鎚赴坦塑旦ユ泣出鮎塑迫廻迫  15人まで  

16～20人貴地旦坦且担迎迎⊇旦鎚㌫垣A迫  】6－20人  

21～25超過迎旦§旦A！迫退泣ユ∈坦旦塁且旦旦旦剋迫  21～25  

Z6～30旦亘呈良三旦呈ま且堅迫辿鎚；吐1．旦旦旦鎚迫  26■－30  

31～35む追及坦胡⊥ぷ泣迎臥！．旭週呈出迫遊互旦旦旦  31・－35  

38～40迎迫迎退避迎剋旦1エ出9  36・〉40  

41～ヰ5迎姐泣剋迫む且ぷ迫む包む旦迎旦且≧旦  ヰ1－45  

46～50む旦且迫む且辿旦1旦ユ辿迎腿遡迅迫  46一｝50  

5l－55⊇ユ五日迫剋坦迎＆む迫立地j迫旦丘皇旦  51～55  

56～60む且旦坦旦1且豆娘迎⊇ユ辿鎚泣き迫通  56一－60  ；迫姐泣  迎迅泣  迎旦ユニ迫  ；迫剋  避退且迫  旦！迫且迫  迎姐泣  迫u辿  呈旦星且！泣  

6l～65む＿旦且邑旦廻過言迫迎迎ぷ迫題五鮎坦  61■－65  

66～70迎通過ぷ泣迎虹n旦呈旦旦且担呈旦1．呈呈旦  66■－70  

7l－75迎鎚姐Z且！旦呈旦旦．≧旦旦旦裏通塾廻且三並  71～ 75  遡迫且迫  週．邑！迫  ま岨  ．塑王A迫  塾長⊥迫  迎且泣  三波迅泣  遇且迫  呈旦皇．鎚旦  

76 ■－ 80  呈王退座迫  ≦迫迦  呈旦旦⊥1旦  呈旦±且辿  幽呈且辿  呈已1且亘旦  剋迫  j迫辿  追録迎   

81－ 85  旦旦9止旦旦 胡工鮎迫 剋泣 呈娘且巨旦 出立墜坦  81一一 85  題且む旦  呈出』担  呈宣遇  毘出英  呈星空ぷ担  呈旦旦且建  題  胡且旦建  裁姐坦   

86 ～ 90  Z旦ヱ．泣旦 裂担且辿 迎旦且迫 拙j坦 j迫1且辿  86 一－ 90  呈旦乙⊇」迫  呈旦呈且迫  姐  呈旦旦且豊旦  題ユ＆迫  ぷ迫A≡坦  呈邑星且担  組追旦  ま姐遇   

9】～ 95  剋 廻 呈旦旦⊥巨旦 退且建 呈王旦且1旦  91～ 95  遇且主立  胡且む旦  題出遁  j迫Z止迎  ま旦皇⊥竣  迎且旭  超過  

96人以上  鎚迫剋泣祖出遡廻坦揖盟  

76－80迎乙乙j迫迦地呈旦旦且亘旦三迫鮎迅旦  

呈旦旦．ヱ≦迫   
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改正後   現行   

（3）乳児院（3歳以上児用）   （3）乳児院（3歳以上児用）   

地域区分  地域区分  
適△必＝ぷ出題I2／‡0（）JO／JOO出迫8′川0  迅且ユj迫  1ヱ／100  j⊥臼旦旦  10／100  剋辿  8／100  剋迫  7／100  皇且乙L！辿  6ハ00  

定員  定員  
円円円円円円  円  

15人まで追1丘辿迦姐泣出．旦追王．旦拉迎屋且姐迎赴坦  

16－20人祖姐迫ま迫且迫払ヱ拉姐王山迫．迫∋上玉迫ぷ迫且坦  

Z†－25週遇之担週廻出題  
26・一30；迫1』泣呈迩良！迫蓑ま．通過追退出旦且泣出且堕旦  

3l■－85並⊥む旦出且ぷ泣出且出没史迫且迫j迫軋！．辿主星ヱA旭  

38－40呈ま1．互生旦ぷ迫塵迫封且丘坦追出ほ旦幽呈呈乙皇辿  

迫u盟   

46－50 呈星1且迎呈上且旦堕。弘屋且迫まL乙退色む且鎚迎豊丘辿  

呈1墾』迫  

ヱ旦王且旭  
迎且≦u旦  

迎立且辿   
ぷ迫ぷ泣   

1皇且星j泣  

1旦皇丘辿   

86・－ gO  必泣出ヱ迫ユ避退辿週且且坦 』且迎遡迫‘   86 ■－ 90  ⊥皇且迦坦  封腿  1朗止辿  j且乙必泣  出払且迫  1皇室且担  適出題  出且出立  ．旭呈ユ之立  1且1且18   

引 ～ 95  j旦≧ユ迫迅旦且迫週工英独j丘ま迎迅旦且坦1旦1丘§旦   91・－ 95  迅！止迫  旭旦且迫  

週五日迫              ．    96人以上廻迫週貞止坦迅遜坦週1且辿』＆旺皿迫  

地域区分  地域区分  
丁／1006／1004／川O13／100その他  剋迫  虹旭旦  揖迫  4／100  3／100  乙皇∠1旦旦  揖迫  ムユj迫  その他  

定点  定員  
円円円円円  円  

15人まで迎ぷ辿旦呈旦A辿出立乙辿追1A皇旦迎  15人まで  

16・・20人呈呈出止泣出旦且追出且辿呈王乙乙迫呈出丘泣  16－20人  

2l～25蚕⊥鎚迫主星邑丘§旦貴通剋泣出且竣  21－25  

26～30払出廻＆乙1旦ヱ姐公乙王迎貴㌶盟  28■－80  

31－85呈追且泣言迫迎剋泣貴旦且泣呈ま凶迫  31■－35  

36－仰呈益且迫ヱ星豊丘星9ぷ迫山辺週止凶封A退泣  3tS■－40．  

41－ヰ5封且鮎旦む旦且迫揖坦揖迫迎出払  41－45  

46 － 50  20丁ヰ80 呈姐堅追ヱ迫迎⊥u旦通出迎  凪u旦   

51－ 55  迎豊丘豊里 呈！退避迫剋迫剋旦迅止坦  適量丘辿   
56 － 60  迎1．生呈旦 』姐迫1出ぷ迫 通∋追！迫通9ユ1旦  1旦過   

引 一 ¢5  週旦』迫ユ旦重点塑山辺丘迎ぶは且廷止迎  退避泣   
66 － 70 1池辺射通適地目地む射通出迎＝出座  66 ■－ 70  幽   

71－75 遁之ぷ泣通戯泣j且王且辿ユ旦旦A邑旦．旭≧且迫  可   
76－80   

81－ 85  皿旦1旦生且邑旦週呈且≧旦題泣出㌫り且  81■－ 85  皿  j且姐迫  
86 ■一 拍  通過通過迦追出迎  ユ避退j旦   

91－ 95  週旦且泣1王旦且辿1ヱ星山迫地上鮎i竣  91一一 95  止王ヱ辿  止乙出旦  1ヱ重点辿  1ユ主丘担  1ヱ旦ヱZ旦  1王墓且迫  ム迫且辿  ユ．む丘1生  皿迫   

96人以上  土足且迫適退塾』且且迫迅⊥王遡1三見旦迎  76・－80 ユ旦皇．旦；迫適地朗坦封温良迫皿乱L娘  98人以上  j上越  適適迫  遁姐迎  血塗  通氾迎  適旦以迫  止皇ヱ迫  ユヱ三．8迎  ユユ鎚  
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け4’悪霊芸会苧 
2川。rl。／，。。週8／1。。 迫週  了2川。  ユ皿  1．0／了OCi  宣長週  …。  ェ週  7／，。。  亘週  ＄。。   

円   円   円   円   円   円   円   円   円   円   

慧慧JIlJ 定員  円円円円円円     き  l地域区分 定員  一  l  J    I  】  き  】  】  き」   

地域区分   地域区分  

7／1006／1004／1003／100その他  主点∠二1j迫  址迫  生萱∠1j迫  4／100  3／100  出現  呈∠1」迎  1∠1旦旦  その他  

定員   定員  
円 円 円 円 円  円   円   円   円   円   円   円   円   円   

1人につき  迎旦避坦 処 遇 出 生越  1人につき                              迎題  迎⊥生辿  一…●■■  旦旦王且坦  鎚迫  坐乙坐旦  旦塁且盟旦  亜工迎  公立A辿  

－
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改正後   現行   

（5）母子生活支援施設  く5）母子生活支援施設  

地域区分  地域区分  
韮山担ユ迎辿12／10010／100旦／ユ旦旦8／100  皿迫  12／100  ．u∠1j担  10／100  鮎∠1j担  8／100  ぷ皿辿  7／100  鮎皿迫  6／‖）0  

定員   定員  
円 円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

10世帯までエ旦腿通過ユ旦呈▲呈迎通過逓且迎通過  

世帯  世帯  
11一之Oll旦遇遇1ユ且王迎出立星呈旦出題出且ヱ1旦  

21～ 30  盟』迫 坐且辺 地 出⊥迎 旦⊇．坐2 盟＆担   21～ 30  坐遡  塑止担  出丘迎  羞迫旦9旦  毘麿坦  盟且；迫  盤．星旦旦  む且辺  む丘逆  む遥迎   
31～ 40  迫旦坐 ヱ星．皇呈空 地 巷且迎 遇 坐必迫   31～ 40   遇  封上辺  凸且坦  迎工迫  迎旦≡坦  岨  姐  壁遡  姐  ・；圭′l   

41～ 50  岨 旦亘遇 姐 鎚且建 旦旦迎 壁止坐．   41一〉 50  址  旦生Z呈空  出題  鎚遥逆  旦⊇．呈！担  壁遡  鎚ヱ辺  壁丘星9  旦乙⊇呈9  壁．1呈9   

51（一 60  亘旦』迫 …迫過 重辻占迎 皇ヱ▲！迫旦 堕ぷ坦 堕』迫   51～ 60  亘邑且王旦  玉江週  辿  亘邑丘皇旦  亘邑遡  姐⊥迫  姐  主星』坦  亘亘長里旦  堕』迎   

61～ 70  壁⊥辺 亘王ユ旦9 姐 迎ユ建 盟且建 坐且辺   61～ 70   亘1長盛  迎遡  姐  屋且旦辿  旦皇丘≧旦  公道辿  姐  生血旦  ・；；・l  一；● l   

・ 71～ 80  坐退塾 坐遡 虫遡 虫且相 生ヱ豊里 公且⊇旦   71・－ 80   皇室A旭  姐  虫』辿  姐  皇乙旦辺  堂丘迎  盟．⊇旦旦  生遇  皇乙王」迎  弘且辿   

81－ 90  逆遡 遊戯 姐 旦邑之邑9 遊且坦 遊▲塾生9   81～ 90  ；泣之邑9  並且建  ⊇旦ぷ泣  迎ユ三迫  旦迎  遊．ヱ旭  遊麿坦  迎  呈迎  遊．≧迎   
gl世帯以上迎丘辿貴且迫蟄ユ迫姐姐遊』迫  

地域区分  地域区分  
7／1006／1004／1003／100その他  皇．室∠ユ旦空  亘∠ユ旦空  且五ユ！迎  4／100  3／‖）0  ＆むユ！迫  呈∠！」辿  山辺  その他  

定員  定員  
円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

10世帯まで週j旦む呈呈旦ユ互生丘迎週．週  10世帯まで   

世帯  世帯  
11～20吏⊥塾生山⊥匙坦題坦通過迎週迎  11一－20  

21～ 30  盤遡 j迫蓮迫 坦且辺 迫丘≧旦 鎚坦  之1～ 30  皿  鮎過坦  重坦且辺  皇！通塾  追越  ；●－：●  姐  出止辿  旦遇   

31～ 40  地 銀且辿 旦旦且辿 足遡 壁ユ旭  31～ 40  旦旦迎  壁遡  鎚ユ≧旦  週  生』迫  j辺ユ堕  堕且迫  旦旦丘⊇旦  旦亘且泣   

41－ 50  皿 壁ヱ辿 釘』迫 盟且辺 地  41～ 50  邑』迎  む丘坦  む止辺  岨  羞迫ぷ迫  5泣且迫  ■l；l  ●－ ●  亘腿   

51～ 60  邑且≧里 長迫ぷ迫 姐 塾左辺 塾且迫  51一－ 60  並』迫  立且旭  塾且迎  塾丘迎  塾且坦  塾且担  姐  墨A辺  過   

61－ 70  盟ユ迎 坐遡 4旦ユ」旦 旦乙王邑旦 姐  61～ 70   ≦迫丘1旦  坐遥坦  坐⊥迫  ‘坐』迫  史迎  生三』坦  公道迫  坐ぷ坦  生旦丘≡迫   

地 史良…迫 生1且迫 史」旦9 坐且1旦  71・－ 80   裏且建  ま遇  出盛  ま1丘辺  ま！▲墜9  坐且建  幽ヱ旦9  迎  迎   
81・－ 90   遊⊥1旦  坐且坦  呈生且迎  迎  迎  呈≦遥辿  辿之迎  呈生遇  旦旦』迫   71－ 80                              81～ 90  旦亘．亘量9 遊丘1旦 通 過 姐                        91世帯以上 追ヱ辺 呈旦且坦；追出旦 呈三且坦 地  91世帯以上  廻  姐  塑遡  塑ユ≧旦  迎  貴且迎  姐  貴丘坐  呈三遡  
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改正後   現行   

（6）情緒障害児短期治療施設  6   血l  仏療施号  

地域区分   地域区分  

適△j迫1追迫12／10010／100鮎逓旦8／100  出血迎  lZ／100  出∠1j迫  10／100  鼻血ユ9旦  8／100  退出」迫  7／100  鎚∠」旦旦  6／▲100  

定員   定員  

円 円 円 円 円 円  円   円   円  円  円  円  円  円  円  円   

30人まで  貴9』迎    ≦迫鮎      廻通過    呈迫蔓且坦    呈旦呈』迫  

31～ 40人 逃且左辺 週 呈迫呈且辺 呈4旦．旦生9 呈迫三」遡 廻亘ヱ辺   3丁・〉 40人  遊工迎  遊星且辿  益旦』迎  ‘≡‘■l  貴重且辿  2皇生息Z⊇  仝担上辺  呈坐』辿  呈生！且建  避坦   

41人以上岩迫且∈迫退呈ユ姐迎通呈旦呈盗迎蓑泣ユ迎蓑迫且辺  

地域区分  地域区分  

7／1006／1004／1003／100その他  互宣∠日進  弘担  血豆∠裏坦  4／100  3／柑D  乙出迫  姐迎  ユ∠」＿！迎  その他  

定員   定員  

円 円 円 円 円  円   円   円   円   円  円   円   円   円   

30人まで ；迫生且辺 之巨ヱ逼迫 三塁且出坦 2並』迫 出題  30人まで           出立丘姐  
31～ 40人 出坦 ZまL旦辺 墨上皇坐 呈⊇五色迎 呈辿  益塁止辿  

41人以上  召且之坦 辺上辿 む且鮎迫 む且遇 呈旦腿  41人以上  む且旦星空  呈ユ旦之！迎  ま1ユ遊里  呈1且坐9  む且堕旦  ま1旦且坦  む過  邑1ユ旦9  呈迫A≧旦  
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